
 

 

様式４ 

 

変更理由書 
 

（発注担当課：下水道施設課） 

 

１ 工 事 名 ： ４－１公共大谷本郷（補）汚水管渠築造工事 

 

２ 工事場所 ： 上尾市大字大谷本郷地内 

 

３ 工  種 ： 土木一式工事 

（建設業法上の29分類） 

 

４ 変更契約内容 

 変 更 前 変 更 後 

工 期 
令和 ４年 ６月 ２日から 

令和 ４年 ９月３０日まで 

令和 ４年 ６月 ２日から 

令和 ４年１０月３１日まで 

契 約 金 額 

（ 税 込 ） 
３３，６３３，６００円 ３６，３３０，８００円 

工 事 概 要 

工事延長 L=251.2m 

汚水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル

管φ200mm) 246.7m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 5箇所 

取付管数 5箇所 

水替工 28日 

表層工 242.3㎡ 

付帯工 1式 

工事延長 L= ― m 

汚水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル

管φ200mm) ― m 

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ設置工 ―箇所 

取付管数 6箇所 

水替工 29日 

表層工 490.0㎡ 

付帯工 1式 

（新規） 

区画線工 1式 

 

５ 変更理由 

 
 

 

本工事において、下記事由により数量の増減が生じるため、変更する。 

 

〇当初、他路線からの取付を想定していた沿線住民からの接続希望により、取付管数を変更する。 

（取付管数：+1箇所） 

〇契約締結後に実施した試掘調査の結果、既設の舗装厚が区間ごとに異なっていたため、濁水量およびア

スファルト殻処分量を変更する。（As殻処分量 -11.0㎥） 

〇沿線住民より、即日復旧による舗装継ぎ目での騒音・振動について相談があったため、継ぎ目を解消す

るべく、自然転圧期間後、仮復旧を追加する。（表層工 +247.7㎡） 

〇本工事路線内に交通死亡事故が発生した場所があることから、契約締結後に交通防犯課より安全対策に

ついて協議の申し出があり、その結果本復旧までの仮復旧期間においても安全を確保する必要があると

判断されたため、区画線工を追加する。 

（区画線工 +1式） 

〇契約締結後に、接道する車両置き場前の施工日について事業者と協議をしたところ、時間的制約が多

く、調整に日数を要した。また、仮復旧の追加施工において、管渠埋設後の自然転圧期間を経て施工す

ることから、工期を延長する。 

   

  当  初 令和 4年 6月 2日から令和４年 9月 30日 

  変  更 令和 4年 6月 2日から令和４年 10月 31日 

 

以上の結果、増額変更および工期を延長する。 
 


